
 

 

生徒の皆さんへ 

 

★ 台風時の登校・授業について ★ 

 

1. 一日休校になる場合（下記の①・②いずれかに該当する場合） 

 ① 午前 11時までに暴風警報が解除されない場合 

 ② 暴風警報が解除されても午前 11時までにバスの運行が 

開始されない場合 

 

2. 登校しなければならない場合＝午前 11時までに暴風警報が解除された場合 

① ６：３０までにバスが運行を開始していたら  

８：４５に SHRを始めます。１～６校時まで授業を行います。 

 

② ６：３０から午前 11時までの間にバスが運行を始めたら  

１３：００に SHRを始めます。その日の５・６校時の授業を行います。 

昼食を済ませて登校してください。 
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